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■ はじめに
社会保険労務士が顧問先企業と関わる中で、「事業承継問

題」は避けて通れないテーマとなっています。高齢化が加速す
る昨今において、企業経営者の高齢化も必然的に進行してい
ます。顧問社労士に対して直接的に事業承継に関する相談が
持ち込まれているかどうかは別としても、多くの経営者にと
って重要な悩み事の一つとなっているのが実情です。

この点、中小企業庁からは事業承継やM&Aに関するガイド
ラインやマニュアルが多数公表されており、いずれも非常に
わかりやすく整理されています。制度の詳細な解説はこれら
の公的資料に譲るとして、本稿ではそれらの要点を踏まえな
がら、社労士が事業承継やM&Aにどのように関わり、支援で
きるのかという視点で整理してみたいと思います。

■ 事業承継の種類
中小企業の経営は、経営者の高齢化などの事情により、いず

れは清算するか、あるいは誰かに事業を引き継いでいくかの
選択を迫られます。後者の「事業承継」には、主に①親族内承
継、②社内承継、③第三者承継（M&A）の三つの方法が考えら
れます。

・図表1

親族内承継
経営者の子や親族が継ぐケース。理解や信頼関係
が築きやすい一方で、相続税負担や後継者の経営
能力が課題になる。

社内承継
役員や従業員に承継する方法。現場理解が深いた
め安定しやすいが、資金調達や経営責任を担える
人材確保が難しい。

第三者承継
（M&A）

親族や社内に適任者がいない場合等に外部へ引き
継ぐ。経営資源を守れる一方で、従業員や取引先
への説明・理解が欠かせない。

■ 事業承継の重要性
上記の方法を通じて事業を円滑に引き継ぐことは、従業員

の雇用や取引関係の維持、さらには企業価値を持続的に発展
させるために不可欠とされています。

2019年当時の統計によると、2025年までに70歳を超え
る中小企業経営者は約245万人に達すると見込まれていまし
た。そのうち半数にあたる127万人が後継者未定とされてお
り、もし事業承継への対策を怠れば、約650万人の雇用と22
兆円のGDPが失われる可能性があると推計されていました。
この点、昨今のM&A件数は増加傾向にあるものの、依然とし
て事業承継問題は喫緊に対応すべき課題だといえます。

■ M&Aの種類
M&Aとは、「Mergers（合併）Acquisitions（買収）」の略称

です。我が国では、会社法の定める組織再編（合併や会社分割）
に加え、株式譲渡や事業譲渡を含む、各種手法による事業の引
き継ぎ（譲り渡し・譲り受け）と広く定義されています。

このM&Aには、大きく分けて二つの種類があります（厳密
には目的の違いともいえます）。一つは、第三者に事業を承継
させる場面で用いられる「承継型M&A」、もう一つは事業拡大
の手段として活用される「拡大型M&A」です。この点、一般的
にM&Aと聞くと、「吸収合併」や「買収」といった後者のイメー
ジを持つかもしれません。

・図表2

承継型

MM&&AA

拡大型

↑P3「■M&Aの種類」の末尾青字部分に入れて下さい
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事業承継及びM&Aの場面における社労士の可能性
【第１回】M&Aや事業承継問題に対する社労士の関わり方と心構え
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■ M&Aの流れ
社労士がM&Aに関与していくためには、前提知識として

M&A手続きの基本的な流れや全体像を把握しておく必要が
あります。したがって、以下において、簡単に手続きの流れを
確認したいと思います。

M&A業界では、まず譲渡希望企業を見つけることが最重要
とされています（ゆえに一部のM&A仲介業者による積極的な
営業活動も見受けられます）。譲渡希望企業が見つかると、売
り手側である当該企業や仲介業者（セルサイド）が企業価値の
評価を行い、企業概要書（IM）を作成して譲受候補企業に「良
い会社がありますよ！」とアプローチをします。一方、譲受側

（バイサイド）は会社名等を伏せたノンネームベースのIMを
検討し、興味を持った場合には秘密保持契約を締結したうえ
で、より詳細なIMの内容を確認します。バイサイドが、M&A
取引を進める判断に至れば、意向表明を経て、通常はセルサイ
ドと基本合意を締結します。この基本合意により、バイサイド
に独占交渉権が付与され、買収価格の適正性を判断するため
のデューデリジェンス（DD）が実施されます。バイサイドと
しては、基本合意契約の締結段階から、統合後を見据えて企業
文化の違いをすり合わせる準備を進めることが非常に重要で
す（このM&Aにおける統合効果を最大化するためのプロセス
をPMI（Post Merger Integration）といいます）。

■ 社労士への相談場面
ところで、社労士に対しては、どのような形でM&Aに関す

る相談が寄せられるのでしょうか。前述のとおり「承継型」と
「拡大型」という二つの種類に対応して、相談のタイミングは
大きく二つに分かれます。一つは、事業承継を考えて「誰かに
会社を売りたいが、どこに売ればよいのか」というケースで
す。もう一つは、「事業拡大の一環としてシナジー効果が見込
める企業を買収し、さらなる利益拡大を目指したい」というケ
ースです。そして、いずれの場合も「この話、そもそも誰に相談
すればよいのか分からない」という疑問に行き着くことが少
なくありません。

ここで重要なのは、事業承継やM&Aの話題を社労士が経営
者から引き出せるかどうかにかかっていることです。「事業承
継やM&Aは社労士の専門分野ではないから」と対応を避けて
しまえば、当該顧問先企業に他に親密に相談できる士業が居
ない場合、M&Aの闇に潜む罠に掛かり、企業が危機的な状況
に陥る可能性があります。それは、結果的に顧客満足度の低下
にもつながりかねません。

・図表3
【過去に実際報道された悪質事例】
・M&A買収直後に、譲渡企業の預金を買い手側の関連会社な
どに送金させ、資金を抜き取る詐欺的な手口。事業継続に
不可欠な資金までも使えない状況となり廃業に至らせる。

・高額な仲介手数料の割にずさんなDDを行い、悪質な買い
手だということを知っていながらM&A成立させる業者。

■ 社労士が相談を受けた時の対応パターン
① 承継型M&Aの場合

事業承継やM&Aに関する相談は、一般的には税理士が最初
の相談窓口となることが多いと言われています。しかし、企業
規模や状況によっては、給与計算や社会保険手続き、日々の労
務相談対応を担う社労士の方が、経営者にとってより身近な
存在となっている可能性も高いのです。なぜなら、例えば「自
分の子に事業を引き継ぐべきか」「現役員との連携がうまくい
くか」「社員承継を検討する際に誰を後継者とすべきか」とい
った、経営者が抱える悩みの多くは突き詰めると「ヒト」に関
する問題だからです。こうした「ヒト」にまつわる課題は、社労
士こそが最も相談を受けやすい立場にあります。

② 拡大型M&Aの場合
社労士をはじめとする所謂士業は、M&A仲介業それ自体を

行う専門家ではありません。しかし、少なくとも全体を把握、
コントロールできるようになる必要はあろうかと思われま
す。というのは、残念ながら昨今のニュースでも報じられてい
るように（図表3参照）、極めて悪質なM&A関連会社の存在が
指摘されているからです。決して大切な顧問先企業が悪質業
者とマッチングすることはあってはならず、日常的に勉強会
や交流会などを通じて、信頼できる人脈を構築しておくこと
が欠かせないといえます。

■ M&Aの場面で社労士が関われる業務
① 承継型M&Aの場合

承継型M&Aにおける経営判断は、今すぐ解決すべき喫緊課
題というよりは、「○年後位にバイアウトしたい」といった将
来的な展望として顧問社労士に持ち込まれることが実際には
多いです。したがって、顧問社労士としては経営者と中長期的
に伴走していくことになります。そこで、そのような中長期路
線で重要なのは、それなりに時間をかけて「売れる企業」に仕
上げていくという視点です。具体的には、将来の労務DDで問
われる事項をあらかじめ整備しておくことが求められます。
この点に関して、有益なツールとして、社労士認証制度に基づ
く「経営労務監査」を紹介します（詳細は次回以降）。

② 拡大型M&Aの場合
拡大型M&Aにおける社労士の参入場面は、買い手側（バイ

サイド）としての関与が多いといえます。すなわち、M&Aを検
討する企業が既存の顧問先であれば、労務DDや統合後の
PMI支援業務の依頼が想定されます。また、労務DDについて
は、新規のスポット依頼で受注する場合も少なくありません。

次回以降、承継型の場面で顧問社労士が行う中長期的な準
備の具体例や、拡大型における労務DD・PMIの実務的なポイ
ントについてさらに掘り下げて論じていきます。

� （つづく）


